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令和４年５月 26 日 

環境部みどり推進課 

 

令和３年度みどりの実態調査結果（速報）および 

練馬区みどりの総合計画の中間見直しについて 

 

  平成 31年４月に策定した「練馬区みどりの総合計画」（以下、「総合計画」と

いう。）は、５年ごとに中間見直しを行うこととしている。 

 令和３年度に実施したみどりの実態調査（以下、「実態調査」という。）の結

果とこれまでの取組の成果をふまえ、総合計画の中間見直しに着手する。 

 

１ 実態調査結果（速報） 

（１）区全域の緑被面積・緑被率調査 

   緑被面積  1,087ha（平成 28年度より▲73ha） 

緑被率   22.6％（平成 28年度より▲1.5ポイント） 

 

  ア 区全域の緑被面積の推移 【 】内は緑被率 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 民有の緑被面積の推移の内訳 （ ）内は変化率  
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（２）緑視率調査 

     公共事業の進捗等による緑視率の推移の把握や緑化施策の効果の検 

証を目的として、調査地点を 34 地点から 172 地点に増やして調査を行 

った。 

ア 緑視率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 緑視率と区民意識 

  緑視率が高くなるほどみどりが「多い」と感じる区民は増え、緑視

率が 20％を超えると、約６割の区民がみどりを「好ましい」と感じる

結果となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  （３）区民アンケート調査 

    ア 区全体のみどりの評価 

       

 

 

 

 

イ 区全体のみどりの量の印象 

 

  

 
地点数 

平成 28年度からの増減（地点数） 

５％を超える 
増加 

±５％以内 ５％を超える 
減少 

都市計画道路 14 1 9 4 

河川 7 4 2 1 

駅 3 0 3 0 

住宅地 10 0 8 2 

計 34 5 22 7 

 平成 27年度 令和 3年度 

満足・おおむね満足 69.8％ 69.0％ 

あまり満足していない・満足していない 20.9％ 25.4％ 

わからない・無回答 9.2％ 5.7％ 

 平成 27年度 令和 3年度 

増えている 12.2％ 12.2％ 

変わっていない 36.4％ 54.1％ 

減っている 37.4％ 32.6％ 

わからない・無回答 14.1％ 1.0％ 

緑視率約 20％の住宅地 
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ウ みどりを守り増やすために必要な取組（３つまで選択） 

  １ 道路や河川沿いに公園や緑地を整備する    64.3％ 

  ２ 小規模でも身近な公園や緑地を整備する    61.2％ 

  ３ 民有樹林地や農地の所有者を積極的に支援する 44.5％ 

  ４ 開発や建替え時の緑化規制・誘導を強化する  42.7％ 

  ５ 地域ごとに大規模な公園や緑地を整備する   35.5％ 

  ６ 緑化の義務化や助成制度を強化する      31.8％ 

 

エ 参加してみたい緑化活動（いくつでも選択） 

  １ 公共の花壇づくりや植替え作業        28.0％ 

  ２ 公園の清掃や除草作業            23.4％ 

  ３ 練馬みどりの葉っぴい基金への寄付      20.5％ 

  ４ 保護樹林・保護樹木の落ち葉清掃作業     19.9％ 

  ５ 憩いの森の清掃や草刈り作業         16.1％ 

  ６ 参加できない・したいと思わない       34.1％ 

  ７ 無回答                    4.9％ 

 

２ 中間見直しに向けた基本的な考え方 

（１）公園の整備等により公共のみどりは着実に増えている。農地は、特定生産 

緑地の指定や貸借制度の活用等によって、減少傾向が緩やかになっている。 

民有のみどりでは、300㎡以上の樹木地や宅地のみどりが大きく減少してい 

る。 

（２）引き続き、公共のみどりを整備し、みどりのネットワーク形成を進める。 

  農地や樹林地は、保全の取組を強化する。宅地・事業所のみどりは、道路か 

ら見えるみどりを守り増やす取組の検討を進める。 

（３）これらのみどりを継承していくためには、区民と協働して育成管理に取り 

組むことが欠かせない。多くの区民がみどりの活動への参加意向を持ってい 

ることから、区民と目指すみどりの姿を共有し、みどりを育むムーブメント 

の輪を広げる。 

 

３ 今後の予定 

令和４年 ６月 ６月１日号区報およ 6 ６月１日号区報および区ホームページにて実態調査の結果

の速報を公表 

 ８月 練馬区緑化委員会に諮問 

令和５年 ７月 練馬区緑化委員会から答申 

 12月 総合計画（中間見直し素案）の公表 

区民意見反映制度によるパブリックコメント実施 

令和６年 ３月 総合計画（中間見直し）決定・公表 

 


